
県区間を対象とした
水防災意識社会再構築協議会について

協議会の経緯と進め方

資料１



平成２７年９月 関東東北豪雨

国土交通省資料より
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平成２８年８月北海道・東北豪雨
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水防災意識社会再構築ビジョン
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水防災意識社会再構築ビジョンに係る協議会

直轄河川において、河川管理者・県・市町村からなる協議会を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

延岡河川国道事務所

○五ヶ瀬川水系浸水被害軽減対策協議会

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・延岡市

宮崎河川国道事務所

○水防災意識社会再構築協議会（大淀川上流）

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・都城市

○水防災意識社会再構築協議会（大淀川下流）

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・宮崎市・国富町・綾町

○水防災意識社会再構築協議会（小丸川）

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・高鍋町・木城町

川内川河川事務所

○川内川水防災意識社会再構築協議会

参加機関：国土交通省・気象台・鹿児島県・宮崎県・薩摩川内市・さつま町
伊佐市・湧水町・えびの市
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国土交通省通知 平成２８年１０月
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社会資本整備審議会（答申）平成２９年１月
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県管理河川を対象とした協議会の設置（案）
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①五ヶ瀬川
五ヶ瀬川水系等浸水被害及び土砂災害軽減
対策協議会
〔延岡河川国道事務所〕
〔延岡土木事務所、西臼杵支庁〕
延岡市 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町

③小丸川、一ツ瀬川
小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会
〔宮崎河川国道事務所〕
〔西都、高鍋土木事務所〕
西都市 西米良村 高鍋町 新富町 木城町 川南町 都農町、
宮崎市

④大淀川
大淀川水系水防災意識社会再構築協議会
〔宮崎河川国道事務所〕
〔宮崎、都城、小林、高岡土木事務所〕
宮崎市 都城市 三股町 小林市 高原町 国富町 綾町

川内川
川内川水防災意識社会再構築協議会
〔川内川河川事務所〕
えびの市

川内川
えびの大規模氾濫等減災協議会
〔小林土木事務所〕
えびの市

②耳川
日向土木管内大規模氾濫等減災協議会

〔日向土木事務所〕
日向市 門川町 美郷町 諸塚村 椎葉村

⑥広渡川、福島川
日南・串間地区大規模氾濫等減災協議会
〔日南、串間土木事務所〕
日南市 串間市

国、県合同の協議会

国富町
えびの市

高原町

三股町

新富町

高鍋町

⑤

7



県管理河川を対象とした協議会の開催状況

水防災意識社会再構築協議会・幹事会 開催一覧表

協 議 会 名 協議会 幹事会

① 五ヶ瀬川水系等浸水被害及び土砂災害軽減対策協議会
６／１（木）13:30～15:30
延岡市災害対策本部室 ５F

６／１（木）10:30～12:00
延岡市災害対策本部室 ５F

② 日向土木管内大規模氾濫等減災協議会
５／３０（火）14:30～15:30
日向土木事務所 第１、２会議室

５／２４（水）14:30～16：00
日向土木事務所 第１、２会議室

③ 小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会

６／２（金）13:30～14:30
宮崎河川国道事務所 別館３F

５／２６（金）14:00～16:00
宮崎河川国道事務所 別館３F

④ 大淀川水系水防災意識社会再構築協議会

⑤

【国】川内川水系水防災意識社会再構築協議会
５／１６（火）14:00～15:00
いきいきセンターくりの郷

（鹿児島県湧水町）
なし

えびの大規模氾濫等減災協議会
５／３１（水）10:30～12：00

えびの市役所
５／２２（月）10:00～11：30

えびの市役所

⑥ 日南・串間地区大規模氾濫等減災協議会
６／1（木）10:30～12:00

日南土木事務所 第５会議室
５／1５（月）13:30～15:00
日南土木事務所 第１会議室

同
時
開
催
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（仮称）大淀川水系水防災意識社会再構築協議会

現在、設置されている、水防災意識社会再構築協議会（大淀川上流）、水防災
意識社会再構築協議会（大淀川下流）に、新たに県が管理する大淀川水系及
び近域の河川を加えて（仮称）大淀川水系水防災意識社会再構築協議会として
統合する。

○水防災意識社会再構築協議会（大淀川上流）

○（仮称）大淀川水系水防災意識社会再構築協議会

○水防災意識社会再構築協議会（大淀川下流）

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・都城市・三股町、小林市、高原町、
宮崎市・国富町・綾町

○県が管理する大淀川水系および近域の河川
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（仮称）小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会

現在、設置されている、水防災意識社会再構築協議会（小丸川）に、新たに県
が管理する小丸川水系・一ツ瀬川水系及び近域の河川を加えて
（仮称）小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会として統合する。

○水防災意識社会再構築協議会（小丸川）

○（仮称）小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会

○県が管理する小丸川水系および近域の河川

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・西都市・西米良村・高鍋町・新富町
木城町・川南町・都農町・宮崎市

○県が管理する一ツ瀬川水系及び近域の河川
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